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3-2 施策展開 

3-2-1 【目標１】地域の特性に応じた良好な自転車通行空間の形成 

（１）自転車通行空間の計画的な整備推進 

自転車通行空間の計画的な整備を進めるために、本自転車活用推進計画において、自

転車ネットワーク計画（p.20 参照）を位置付け、整備対象路線や整備形態の明確化を

図ります。 

① 自転車ネットワーク計画の策定（a.市街地） 

現状と 

課題 

・市内の高校（2校）で、通学に自転車が利用されています。 

・主要施設への移動や通勤に自転車が利用されています。 

取り組み 

内容 

① 自転車ネットワーク路線の選定 

・稚内市内の人口の集中する東地区、南地区における幹線道路（上下線が区画線
で分離されている第 3種第 4級相当以上）の中から、今後具体的に自転車ネッ
トワーク路線として選定していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

稚内市における地区区分       地区別人口（H27 国勢調査） 

 

自転車ネットワーク計画（想定） 

実施スケ

ジュール 

・全体計画は、計画策定時より 10年間とします。 

・今後、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」における路線選定の考え方

に準拠し、自転車ネットワーク路線を具体的に選定していきます。 
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自転車ネットワーク計画（想定）【拡大図】 
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自転車ネットワーク路線の選定方法 

本来、自転車ネットワーク路線の選定においては、「安全で快適な自転車利用環境創

出ガイドライン」の路線選定の考え方に準拠し、稚内市の現状を踏まえ、自転車利用

のある主要施設と市街地を結ぶ主要な幹線道路等を自転車ネットワーク路線として選

定します。以降に路線選定の考え方を示します。 

 

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」における路線選定の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自転車ネットワーク計画とは 

 安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備することを目的に、自転車ネッ

トワーク路線を選定し、その路線の整備形態等を示した計画を『自転車ネットワーク計

画』といいます。 

 本市では、自転車ネットワーク計画を「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライ

ン【平成 28年（2016年）7月改定】」に基づき、策定します。 

【自転車ネットワークの形成イメージ】 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

利用環境に応じた整備候補路線B利用環境に応じた整備候補路線A 自転車ネットワーク路線
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１ 生活環境において利用する施設（市役所等）、医療施設、商業施設及びスポーツ関 

連施設（大型店舗・公園等）までの経路の想定路線 

 

 

２ 居住地からの市内高校・大学への利用が想定される路線 
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① 自転車ネットワーク計画の策定（ｂ.郊外部） 

現状と 

課題 

・稚内市は、観光シーズンの夏季でも 30 度を超える日はほとんどなく、冷涼な気

候で涼しい風を感じながら快適にサイクリングを楽しめる環境にあり、また、日

本最北の「宗谷岬」を有し、特に国道 238 号は、利尻山や宗谷丘陵の風車群、

隣国であるロシア・サハリンの島影を望むことができる、魅力的な景観を誇るル

ートになっています。 

・北海道のサイクルツーリズム推進に向けて、稚内市を含む「きた北海道サイクル

ツーリズム連携会議」が「きた北海道サイクルルート」を設定しました。 

・上記ルートのうち、国道 238 号の声問地区では、自転車と自動車による事故リ

スクに関する地域の要望により、事故危険区間（約 7.6㎞）が設定されており、

事故対策のニーズが高くなっています。 

取り組み 

内容 

①「連携協議会※」と協働したサイクルツーリズム環境の提供及び改善 

 

【きた北海道サイクルルート】 

・路線延長 365km、うち稚内市区間 51.8km 

・整備形態 車道混在  

・当該ルートを郊外部自転車ネットワーク路線として位置付け、計画的な整備を

推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きた北海道サイクルルート広域図   きた北海道サイクルルート（稚内市区間） 

※      国道 238号事故危険区間 

 

 

実施スケ

ジュール 

・全体計画は、計画策定時より概ね１0年間とします。 

※開発局、運輸局、道庁等が構成員となり、各ルート協議会と連携してルートの支援・アドバイス等を行う組織 

地理院地図 
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（参考） 

郊外部の自転車ネットワーク路線 稚内市境～宗谷岬間 きた北海道サイクルルート 

地理院地図 

稚内市境～宗谷岬間 

きた北海道サイクルルート 
・距離／51.8 ㎞ 

・想定所要時間／車：60 分、自転車：3 時間 10 分、徒歩：10 時間 20 分 

稚内空港 

道の駅 

わっかない 

稚内市役所 

副道（約16㎞）を
サイクリングルートとして活用
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② 自転車通行空間の整備（a.市街地） 

現状と 

課題 

・歩行者、自転車及び自動車が適切に分離された自転車通行空間の計画的な整備を

促進します。 

取り組み 

内容 

①自転車通行空間の整備形態の選定 

・「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」において、自転車道、自転車専

用通行帯、車道混在の 3種類の整備形態が示されており、これらの整備形態の中

で、構造的に歩行者や自動車と分離されている「自転車道」が望ましいと考えら

れますが、積雪寒冷地で路肩が広く、自転車通行空間を確保できることから、早

期に整備路線の連続性を確保することができる「車道混在（矢羽根型路面標示）」

を標準として、北海道開発局や北海道と連携して整備を進めます。 

・整備にあたっては、矢羽根とピクトグラム（文字の代わりに視覚的に表現した図）

により自転車に対して視覚的な誘導を行うとともに、自動車運転者に対しても自

転車の車道走行に対する注意喚起を行います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な整備形態（イメージ） 

 

 

 

実施スケ

ジュール 

・計画策定時から概ね 10年間とします。 
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② 自転車通行空間の整備（b.郊外部） 

現状と 

課題 

・サイクリングコースは自転車専用道路ではなく一般道路や河川の管理用道路を使

用しています。 

・このため、サイクリストの安全を確保するために自動車運転者や歩行者にサイク

リングコースであることを認知していただくことが重要です。 

取り組み 

内容 

①事故危険区間、規格の高い道路（国道・道道）との交差部や急カーブ区間等、安

全上必要な箇所における自転車通行位置を表す「矢羽根型路面表示」の設置 

・整備形態 車道混在（郊外部独自の矢羽根表示（北海道開発局仕様）） 

・矢羽根表示の整備箇所 適宜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路肩幅の違いによる矢羽根型路面表示の設置パターン 

 

 

・矢羽根型路面表示は、矢羽根（2 つ）  

＋矢印＋自転車ピクトで１セットと

し、交差部や急カーブ区間等に設置す

ることを基本とします。 

・特に、国道 238 号の事故危険区間に

おいては、早期の解除を目指し、関係

機関と連携して道路空間の再構築を含

めた対策について検討・協議を行いま

す。                  

 

 

実施スケ

ジュール 

・「矢羽根型路面表示」の配置は引き続き実施します。 

・自転車ネットワーク路線への設置（計画策定時から概ね 10年間とします。） 

急カーブ区間の矢羽根型路面表示 

（一般国道 238号稚内市） 
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② 自転車通行空間の整備（b.郊外部） 

現状と 

課題 

・サイクリングコースの多くは自動車交通量が少ない道を選択しているため、分岐

する交差点では目印が少なく利用者が迷いやすいことが課題です。 

・北海道開発局と北海道が進めている「サイクルート北海道」の自転車の案内看板

を地域協働で設置しています。 

取り組み 

内容 

②主要な分岐点における案内サインの設置 

・北海道開発局と北海道が進めている「サイクルート北海道」の自転車の案内看板

システム（①予告・②分岐・③確認、矢印のデザインとサイズ、設置高さ等）を

採用することを基本とします。 

・これにより、全道的なルート案内のルールと統一を図り、海外の観光客でも理解

できるルート番号（必要に応じてルート名）を記載することで、わかりやすいコ

ース案内の実現を目指して実施します。 

・案内看板は、景観保全と整備コストの縮減を考慮し、既存の照明柱等にシールで

貼ることを基本とします。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施スケ

ジュール 

・継続実施します。 

進行方向

交差点まで
の距離

ピクト
グラム

ルート番号

きた北海道サイクルルートの案内看板 

（一般国道 238号稚内市） 

稚内市のサイクリングコースにおける案内
看板システムのイメージ 

案内看板の設置箇所（R2時点） 

 

※通しNo.：起点から終点に向けて順に整理

※進行方向：A旭川⇒宗谷岬、B宗谷岬⇒旭川

1 A方向 45.24619 141.7495
2 A方向 45.28046 141.7325
3 A方向 45.39501 141.7063
4 A方向 45.39501 141.7063
5 A方向 45.41723 141.6763
6 A方向 45.39501 141.7063
7 A方向 45.39501 141.7063
8 A方向 45.39501 141.7063
9 A方向 45.39501 141.7063

10 A方向 45.39501 141.7063
11 A方向 45.5225 141.9364
12 B方向 45.5225 141.9364
13 B方向 45.39501 141.7063
14 B方向 45.39501 141.7063
15 B方向 45.39501 141.7063
16 B方向 45.39501 141.7063
17 B方向 45.39501 141.7063
18 B方向 45.36472 141.7286
19 B方向 45.36472 141.7286
20 B方向 45.36472 141.7286
21 B方向 45.26944 141.7372
22 B方向 45.26944 141.7372
23 B方向 45.24417 141.7508
24 B方向 45.22771 141.7465
25 B方向 45.22771 141.7465
1 A方向 45.31944 141.7192
2 A方向 45.36056 141.7303
3 A方向 45.37917 141.71
4 A方向 45.39778 141.6892
5 A方向 45.39917 141.6869
6 A方向 45.40376 141.6766
7 A方向 45.41011 141.6756
8 A方向 45.40953 141.6759
9 A方向 45.40288 141.678

10 A方向 45.39805 141.6892
11 A方向 45.39582 141.702
12 A方向 45.395 141.7086
13 A方向 45.41361 141.8222
14 A方向 45.44583 141.8686
15 A方向 45.485 141.88
16 A方向 45.51806 141.9117
17 B方向 45.00417 141.7881
18 B方向 45.06778 141.7481
19 B方向 45.14 141.7533
20 B方向 45.18778 141.7408

交差点部

単路部

進行方向
交差点中心座標

緯度 経度
通しNo.設置個所
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③ 自転車マップの作成 

現状と 

課題 

・サイクリングコースはマップ、紹介パンフレット、ホームページ等で配信を行っ

ています。 

・案内看板を設置し、マップやホームページと連携した情報提供を行っています。 

取り組み 

内容 

①「案内看板」におけるルート番号を設定し、マップやホームページと連携した情

報提供 

＜連携のケース＞ 

・マップと現地の案内看板の連携 

・QRコードの活用によるマップとホームページの連携 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクリングマップと現地の案内看板の連携 

 

実施スケ

ジュール 

・継続実施します。 

 


